
 

 

公立大学法人評価委員会の今後の進め方について 

 

平成１８年度 

第１回  平成１８年 １０月１０日  中期目標の検討 

（平成１８年 １２月２２日  中期目標に係る市会の議決） 

第２回  平成１９年  ３月２３日  業務方法書、役員報酬等基準、中期計画骨子 

＜ 以 下 予 定 ＞ 

平成１９年度 

（平成１９年  ４月   業務方法書の認可、 

役員に対する報酬等の支給基準の報告） 

第１回  平成１９年  ５月  中期計画の検討 

（平成１９年  ５月   中期計画の認可） 

第２回       １０月   業務実績評価方法の検討 

第３回  平成２０年  １月   次年度事業の説明 

業務実績評価方法のとりまとめ 

 

平成２０年度から平成２３年度まで 

６月   前年度の業務実績評価 

財務諸表の承認 

剰余金の処分の承認（経営努力の認定） 

１０月  業務実績評価の結果に基づく取組みの報告 

翌年 １月   次年度事業の説明 

 

平成２４年度（中期目標期間の終了年度） 

平成２４年  ６月   前年度の業務実績評価等 

１０月   次期中期目標の検討 

平成２５年  １月   次期中期目標の策定（市会の議決が必要） 

３月   中期計画の認可 

 

平成２５年度（次期中期目標期間の初年度） 

平成２５年  ６月   中期目標期間の業務実績評価等 

積立金の繰越に関する承認 

 

 

○ この他、下記の事由が発生した場合には、臨時に評価委員会を開く 

・短期借入金の中期計画で定める限度額を超える借入れ及び複数年度に渡る借

り換え 

・重要な財産の譲渡など 

資料５ 


